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新型コロナウイルス感染症（変異株）のまとめ

１. 懸念される変異株（Variant of Concern : VOC）

一般的にウイルスは増殖や感染を繰り返す中で少しずつ変異していくものであり、新型コロナウイ
ルスも約2週間で一箇所程度の速度で変異していると考えられている。

国立感染症研究所は、こうした変異をリスク分析し、その評価に応じて、変異株を「懸念される変
異株（VOC）」と「注目すべき変異株（VOI）」に分類※１している。
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主に感染性や重篤度が増す・ワクチン効果を弱めるなど性質が変化した可能性のある株

• B.1.1.7系統の変異株（アルファ株）※２

• B.1.351系統の変異株（ベータ株）

• P.1系統の変異株（ガンマ株）

• B.1.617.2系統の変異株（デルタ株）

２. 注目すべき変異株（Variant of Interest : VOI）

主に感染性や重篤度・ワクチン効果などに影響を与える可能性が示唆される株

• B.1.617.1系統の変異株（カッパ株）

※１国立感染症研究所では、WHOと同様に、変異株をVOCとVOIに分類している。国内での検出状況等を加味することから、分類は各国によって異なる。※２PANGO系統(pango lineage)は、新型コロナウイ
ルスに関して用いられる国際的な系統分類命名法であり、変異株の呼称として広く用いられている。括弧内の変異株名は、WHOラベルである。
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新型コロナウイルスの懸念される変異株（VOC）

PANGO系統
(WHOラベル)

最初の
検出

主な
変異

感染性
（従来株比）

重篤度
（従来株比）

再感染やワクチン
効果（従来株比）

B.1.1.7系統の変
異株
（アルファ株）

2020年9月
英国

N501Y
1.32倍と推定※
（５～７割程度
高い可能性）

1.4倍（40-64歳
1.66倍）と推定※

（入院・死亡リスクが高い
可能性）

効果に影響がある
証拠なし

B.1.351
系統の変異株
（ベータ株）

2020年5月
南アフリカ

N501Y
E484K

5割程度高い
可能性

入院時死亡リスク
が高い可能性

効果を弱める
可能性

P.1系統の変異株
（ガンマ株）

2020年11月
ブラジル

N501Y
E484K

1.4-2.2倍高い
可能性

入院リスクが高い
可能性

効果を弱める可能性
従来株感染者の再感染

事例の報告あり

B.1.617.2系統
の変異株
（デルタ株）

2020年10月
インド

L452R
高い可能性

（アルファ株の1.5倍
高い可能性）

入院リスクが高い
可能性

ワクチンと抗体医薬の
効果を弱める可能性

(出典)国立感染症研究所、WHO

※感染性・重篤度は、国立感染症研究所等による日本国内症例の疫学的分析結果に基づくもの。ただし、重篤度について、本結果のみから変異株の重症度について結論づけることは困難。
※PANGO系統(PANGO Lineage)は、新型コロナウイルスに関して用いられる国際的な系統分類命名法であり、変異株の呼称として広く用いられている。括弧内の変異
株名は、WHOラベルである。
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新型コロナウイルスの注目すべき変異株（VOI）

PANGO系統
(WHOラベル)

最初の
検出

主な
変異

概要

B.1.617.1系統の変
異株
（カッパ株）

2020年10月
インド

L452R
E484Q

• 感染性の増加と治療薬（抗体医薬）の効果への影響が示
唆されている

• 引き続き、ゲノムサーベイランスを通じて実態を把握

(出典）国立感染症研究所、WHO

※件数は暫定値であり、その時点において最新のpango lineageを基に計上しているものであるため、再集計した際に数値が変動する可能性がある。
※PANGO系統(pango lineage)は、新型コロナウイルスに関して用いられる国際的な系統分類命名法であり、変異株の呼称として広く用いられている。括弧内の変異株
名は、WHOラベルである。



国立感染症研究所のゲノム解析の実施状況

（出典）感染症発生動向調査（IDWR）

※件数は暫定値であり、その時点において最新のpango lineageを基に計上しているものであるため、再集計した際に数値が変動する可能性がある。
※デルタ株にはB.1.617.2系統と同等の変異を有する系統（AY.1等）が含まれる。

2021/10/1公表

国内におけるSARS-CoV-2のゲノム解析

(系統のみを特定できたものも含む)（9/27時点）括弧内は9/21時点比

B.1.1.7系統の変異株（アルファ株） ：国内47,856例（+585例）、検疫339例（+1例）
B.1.351系統の変異株（ベータ株） ：国内24例（+0例）、検疫92例（+0例）
P.1系統の変異株（ガンマ株） ：国内104例（+1例）、検疫29例（+0例）
B.1.617.2系統の変異株（デルタ株）：国内42,721例（+8,967例）、検疫940例（+54例）
B.1.617.1系統の変異株（カッパ株）：国内8例（+0例）、検疫19例（+0例）

累積:84,130（9/27時点)（+4,393）括弧内は9/21時点比

都道府県別・空港等検疫の累積：北海道2,957、青森県166、岩手県500、宮城県2,087、秋田県299、山形県426、福島県
1,875、茨城県2,508、栃木県2,018、群馬県1,137、埼玉県4,038、千葉県3,971、東京都929、神奈川県2,757、新潟県
1,417、富山県704、石川県1,362、福井県821、山梨県346、長野県1,362、岐阜県486、静岡県1,738、愛知県918、三重
県1,320、滋賀県830、京都府1,716、大阪府2,867、兵庫県10,505、奈良県1,102、和歌山県1,752、鳥取県499、島根県
765、岡山県1,094、広島県2,581、山口県2,065、徳島県384、香川県615、愛媛県418、高知県549、福岡県8,998、佐賀
県695、長崎県874、熊本県1,308、大分県1,094、宮崎県392、鹿児島県1,551、沖縄県2,365、空港等検疫2,969

国立感染症研究所等における全ゲノム解析により確認されたVOCs, VOIs
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国立感染症研究所のゲノム解析の実施状況（参考）

（出典）感染症発生動向調査（IDWR）

※件数は暫定値であり、その時点において最新のpango lineageを基に計上しているものであるため、再集計した際に数値が変動する可能性がある。
※デルタ株にはB.1.617.2系統と同等の変異を有する系統（AY.1等）が含まれる。

2021/9/28公表

国内におけるSARS-CoV-2のゲノム解析

(系統のみを特定できたものも含む)（9/21時点）括弧内は9/13時点比

B.1.1.7系統の変異株（アルファ株） ：国内47,271例（+537例）、検疫338例（+1例）
B.1.351系統の変異株（ベータ株） ：国内24例（+0例）、検疫92例（+0例）
P.1系統の変異株（ガンマ株） ：国内103例（+8例）、検疫29例（+0例）
B.1.617.2系統の変異株（デルタ株）：国内33,754例（+5,934例）、検疫886例（+52例）
B.1.617.1系統の変異株（カッパ株）：国内8例（+0例）、検疫19例（+0例）

累積:79,737（9/21時点)（+8,139）括弧内は9/13時点比

都道府県別・空港等検疫の累積：北海道2,863、青森県142、岩手県464、宮城県1,926、秋田県299、山形県402、福島県
1,775、茨城県2,411、栃木県1,500、群馬県1,009、埼玉県3,990、千葉県3,922、東京都925、神奈川県2,741、新潟県
1,369、富山県664、石川県1,293、福井県797、山梨県346、長野県1,362、岐阜県462、静岡県1,683、愛知県838、三重
県1,312、滋賀県830、京都府1,646、大阪府2,845、兵庫県9,567、奈良県1,078、和歌山県1,752、鳥取県453、島根県
676、岡山県1,046、広島県2,421、山口県1,870、徳島県337、香川県587、愛媛県374、高知県526、福岡県8,506、佐賀
県695、長崎県770、熊本県1,236、大分県1,070、宮崎県359、鹿児島県1,457、沖縄県2,246、空港等検疫2,895

国立感染症研究所等における全ゲノム解析により確認されたVOCs, VOIs
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都道府県
新規

陽性者数
実施件数

①
陽性者数

②
陽性率%
②/①

都道府県
新規

陽性者数
実施件数

①
陽性者数

②
陽性率%
②/①

1 北海道 399 111 109 98 25 滋賀県 140 263 237 90 

2 青森県 182 60 59 98 26 京都府 389 792 638 81 

3 岩手県 14 25 25 100 27 大阪府 2,695 1,710 1,465 86 

4 宮城県 165 93 87 94 28 兵庫県 1,169 515 470 91 

5 秋田県 29 18 17 94 29 奈良県 203 173 142 82 

6 山形県 36 39 32 82 30 和歌山県 68 21 19 90 

7 福島県 57 57 52 91 31 鳥取県 3 4 4 100 

8 茨城県 313 164 156 95 32 島根県 38 25 25 100 

9 栃木県 229 39 38 97 33 岡山県 92 70 61 87 

10 群馬県 184 46 44 96 34 広島県 268 220 204 93 

11 埼玉県 1,192 408 373 91 35 山口県 57 4 4 100 

12 千葉県 930 218 192 88 36 徳島県 44 48 42 88 

13 東京都 2,539 1,164 1,050 90 37 香川県 35 40 35 88 

14 神奈川県 1,514 438 377 86 38 愛媛県 92 50 50 100 

15 新潟県 158 43 39 91 39 高知県 51 31 30 97 

16 富山県 37 11 10 91 40 福岡県 663 232 210 91 

17 石川県 70 33 27 82 41 佐賀県 51 10 9 90 

18 福井県 80 82 81 99 42 長崎県 77 59 53 90 

19 山梨県 113 12 11 92 43 熊本県 152 79 75 95 

20 長野県 78 55 55 100 44 大分県 114 169 163 96 

21 岐阜県 267 70 55 79 45 宮崎県 51 10 10 100 

22 静岡県 275 110 93 85 46 鹿児島県 26 94 94 100 

23 愛知県 1,513 909 713 78 47 沖縄県 685 61 55 90 

24 三重県 138 127 115 91 
全国 17,675 9,012 7,905 88%

L452R変異株PCR検査の実施状況（9/20—9/26）速報値 2021/10/4時点

※１ 各報告日時点の集計値を記載しているため、各自治体のホームページ等で公表されている数値と異なる場合がある。※２ 速報値のため、今後、精査が必要な数字である。※３ 一部の都道府県ではN501Y変異株PCR検査が
陰性だった検体に対して、L452R変異株PCR検査を実施。※４ L452R変異があるイプシロン株、C.36系統など他の株を検出する可能性や一部検体を対象に実施したものであり、地域の感染状況の評価には注意が必要。
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新型コロナウイルス ゲノムサーベイランスによる系統別検出状況（国立感染症研究所）

国内 新型コロナゲノムの PANGO lineage 変遷（2021/09/30 現在）

※地方衛生研究所で解析されたゲノム解析結果を含む。
※各都道府県のゲノムサーベイランスの状況については、厚生労働省HPの新型コロナウイルス感染症について/国内の発生状況/変異株に関する参考資料、において公表しています。

注意!
L452R PCR陽性検
体を優先してゲノム
解読しているため、
正確な母数でPANGO 
lineage判定できない。

※その他の株は検
出されていない。

2021-35週
2021/08/30 - 09/05

7



水際措置の段階的な見直し

１．ワクチン接種者(ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ社製のワクチンを対象)に対する措置として、
①入国者（６日・10日待機指定国からの者を除く）の自宅等待機を検査実施の上で短縮（10月１日～）

（14日自宅待機→10日自宅待機＋検査）
②３日待機指定国からの入国後の施設待機を免除（３日施設待機→０日施設待機）（10月１日～)

２．水際措置の指定国・地域の指定基準について、デルタ株・アルファ株以外のワクチンの効果を減弱さ
せる又は効果が不明な変異株（ベータ株等）や、新たに出現する変異株（ミュー株等）の流入を防止
するための運用に変更。 （９月27日～）

３．外国人の新規入国の一時停止を含めた現在の水際措置について、引き続き、国内のワクチン接種の進
捗状況、海外での感染状況等を見ながら、ワクチンの有効性等も踏まえ、行動管理や検査も組み合わ
せた管理措置による入国の検討など、段階的な見直しに取り組む。

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(関連部分抜粋)(令和３年９月９日変更)

・B.1.617.2系統の変異株（デルタ株）に、全国的にほぼ置き換わったと考えられること

・今後も新たな変異株が発生しうることを見据え、「水際対策上特に対応すべき変異株」と従来株を含む
それ以外の新型コロナウイルスに分類し、新たな変異株に関する知見、当該国の変異株の流行状況、日
本への流入状況などのリスク評価に基づき、また、国内外でワクチンの接種が進む中においては、ワク
チンの有効性等も踏まえ、行動管理や検査も組み合わせた入国者への管理措置等を講ずるなど水際措置
の段階的な見直しに取り組む。

水際措置の見直し
令和３年９月28日新型コロナウ
イルス感染症対策本部資料

資料４②
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ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の待機期間について 

（要旨） 

 

 

国内外でワクチンの接種が進展しつつあることを踏まえ、検疫所が確保する宿泊施設にて６・10

日間の待機対象となっている指定国・地域以外の国・地域から入国・帰国し、かつ、外務省及び厚

生労働省にて有効と確認したワクチン接種証明書を保持する方については、入国後 14 日目までの

自宅等での待機期間中、入国後 10 日目以降に改めて自主的に受けた検査（PCR 検査又は抗原定量

検査）の陰性の結果を厚生労働省に届け出ることにより、残りの期間の自宅等での待機を求めない

こととします。 

また、検疫所が確保する宿泊施設にて３日間の待機対象となっている、水際対策上特に対応すべ

き変異株に対する指定国・地域及び水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに

対する指定国・地域から入国・帰国し、かつ、外務省及び厚生労働省にて有効と確認したワクチン

接種証明書を保持する方については、検疫所が確保する宿泊施設での待機を求めないこととしま

す。 

なお、これらの措置は令和３年 10 月１日午前０時以降に入国・帰国される方を対象に実施する

こととします。 

 

詳細は、次頁の「水際対策強化に係る新たな措置（１８）」をご参照ください。  

資料４③ 
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水際対策強化に係る新たな措置（１８） 

（ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の待機期間について） 

      

令和３年９月 27日 

 

１．一部の国・地域からの入国者及び帰国者の自宅等待機期間について 

「水際対策強化に係る新たな措置（１７）」（令和３年９月 17 日）（以下、「措置（１７）」）の

１．（３）の指定国・地域、措置（１７）の２．の指定国・地域又は措置（１７）の指定国・地域

以外の国・地域から入国・帰国する、新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書（外

務省及び厚生労働省において有効と確認したもの。以下同様。）を保持している者については、

入国後 10 日目以降に改めて自主的に受けた検査（PCR 検査又は抗原定量検査）の陰性の結果を

厚生労働省に届け出た場合、入国後 14 日目以前であっても、自宅等での残余の待機の継続を求

めないこととする。 

 

２．一部の国・地域からの入国者及び帰国者の施設待機について 

措置（１７）の１．（３）の指定国・地域又は措置（１７）の２．の指定国・地域から入国・帰

国する、新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書を保持している者については、

検疫所が確保する宿泊施設での待機及び入国後３日目の検査を求めないこととする。 

 

（注１）上記に基づく措置は、令和３年 10月１日午前０時（日本時間）以降に入国・帰国する者を対象とする。 

（注２）上記に基づく措置において有効と認められる新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書は別添

の定めるところによるものとし、変更が生じた場合は外務省及び厚生労働省にて改訂版を作成の上、公表する。 

        

（以上） 
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水際対策強化に係る新たな措置（１８）の適用に当たって 

有効と認められる新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書について  

 

令 和 ３ 年 ９ 月 2 7 日 

厚 生 労 働 省 

健 康 局 

結 核 感 染 症 課 

健 康 課 

医 薬 ・ 生 活 衛 生 局 

検 疫 所 業 務 課 

外 務 省 領 事 局 政 策 課 

 

「水際対策強化に係る新たな措置（１８）」（令和３年９月 27 日）に基づく措置の適用に当たっ

て、有効と認められる新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書は、原則下記の１．

又は２．のいずれかに該当するものとします。 
 

１．日本で発行された証明書のうち、下記のいずれかに該当するものであって、ワクチンを２回以

上接種し、日本入国・帰国時点で２回目の接種日から 14日以上経過していることが分かるもの 

（１）日本政府又は日本の地方公共団体により発行された、新型コロナウイルス感染症予防接種 

証明書（海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書） 

（２）日本の地方公共団体により発行された、新型コロナウイルスワクチン予防接種済証 

（３）日本の医療機関等により発行された、新型コロナワクチン接種記録書 
 

２．外国で発行された証明書については、（１）～（３）のすべてを満たすもの 

（１）下記の事項が日本語又は英語で記載されていること。 

氏名、生年月日、ワクチン名又はメーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数（注１） 

（注１）接種証明書が日本語又は英語以外で記載されている場合、接種証明書の翻訳（日本語又は英語）が添付

され、接種証明書の記載内容が判別できれば有効とみなします。 
 

（２）下記のいずれかのワクチンを２回以上接種し、日本入国・帰国時点で２回目の接種日から 14

日以上経過していることが分かること。（注２） 

ワクチン名／メーカー 指定日 指定解除日 

コミナティ(COMIRNATY)筋注／ファイザー（Pfizer） 令和３年９月 27日 
 

バキスゼブリア（Vaxzevria）筋注／アストラゼネ

カ（AstraZeneca）（注３） 

令和３年９月 27日  

COVID-19 ワクチンモデルナ（COVID-19 Vaccine 

Moderna）筋注／モデルナ（Moderna） 

令和３年９月 27日  

（注２）異なる種類のワクチンを接種した場合も、合計の接種回数が２回以上かつ２回目の接種日から 14 日以

上経過していれば有効と認めます。 

（注３）アストラゼネカから技術供与を受けて、インド血清研究所が製造する「コビシールド（Covishield）」に

ついては現時点で該当するワクチンとして認めませんが、今後の扱いについては、厚生労働省において令和３

年 10月上旬を目途に審査します。 
 

（３）別紙に記載されたいずれかの国・地域の政府等公的な機関で発行されたワクチン接種証明書

であること。         （以上）  

別添 
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有効と認められる新型コロナウイルス感染症に対する 

ワクチン接種証明書発行国・地域 

 

国・地域名 

北米 

米国全土（ＣＤＣカード） 

米国（北マリアナ） 

米国（ニューヨーク州） 

米国（ニューヨーク市） 

米国（バージニア州） 

米国（ペンシルベニア州フィラデルフィア市） 

米国（メリーランド州） 

米国（ルイジアナ州） 

米国（ワシントン DC） 

米国（ワシントン州） 

カナダ（アルバータ州） 

カナダ（ブリティッシュコロンビア州） 

カナダ（ユーコン準州） 

カナダ（ケベック州） 

カナダ（オンタリオ州） 

カナダ（ニューファンドランド・ラブラドール

州） 

欧州 

アイルランド 

アンドラ 

イタリア 

英国 

エストニア 

オーストリア 

オランダ 

キプロス 

ギリシャ 

クロアチア 

スウェーデン 

スペイン 

スロバキア 

スロベニア 

チェコ 

デンマーク 

ドイツ 

ハンガリー 

フィンランド 

フランス 

ブルガリア 

ベルギー 

ポーランド 

ポルトガル 

マルタ 

ラトビア 

リトアニア 

ルーマニア 

ルクセンブルク 

コソボ 

ベラルーシ 

アジア 

インドネシア 

シンガポール 

スリランカ 

タイ 

ベトナム 

香港 

マレーシア 

大洋州 

サモア 

パラオ 

中南米 

エクアドル 

ベリーズ 

ホンジュラス 

中東・アフリカ 

チュニジア 

トルコ 

レバノン 

ガボン 

 

  

別紙 
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水際対策強化に係る新たな措置（１７） 

（水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について） 

      

令和３年９月 17日 

 

１．水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域 

水際対策上特に対応すべき変異株に関する知見、各国・地域における流行状況、日本への流入

状況などのリスク評価、ワクチンの有効性等を踏まえ、各国・地域からの流入リスクを総合的に

判断し、本措置に基づく別途の指定に沿って、「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定

国・地域」として、下記の追加的措置を実施することとする。 

 

（１）別途指定する国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、当分の間、検疫所長の指定

する場所（検疫所が確保する宿泊施設に限る）での 10 日間の待機を求める。その上で、入国後

３日目、６日目及び 10 日目に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された者

については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後 14 日目までの間自宅等での待機を求

めることとする。 

また、このうち別途指定する国・地域からの在留資格保持者の再入国は、当分の間、特段の事

情がない限り、拒否することとする。 

 

（２）別途指定する国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、当分の間、検疫所長の指定

する場所（検疫所が確保する宿泊施設に限る）での６日間の待機を求める。その上で、入国後３

日目及び６日目に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された者については、

検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後 14 日目までの間自宅等での待機を求めることとす

る。 

また、このうち別途指定する国・地域からの在留資格保持者の再入国は、当分の間、特段の事

情がない限り、拒否することとする。 

 

（３）別途指定する国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、当分の間、検疫所長の指定

する場所（検疫所が確保する宿泊施設に限る）での３日間の待機を求める。その上で、入国後３

日目に改めて検査を行い、陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、

入国後 14日目までの間自宅等での待機を求めることとする。 

     

２．水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域 

上記１．に基づく指定国・地域以外の国・地域のうち、新型コロナウイルスに関する知見、各

国・地域における流行状況、日本への流入状況などのリスク評価、ワクチンの有効性等を踏まえ、

各国・地域からの流入リスクを総合的に判断し、流入リスクが高いと判断される国・地域からの

すべての入国者及び帰国者に対し、本措置に基づく別途の指定に沿って、「水際対策上特に対応

すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」として、当分の間、検疫所長の

指定する場所（検疫所が確保する宿泊施設に限る）での３日間の待機を求める。その上で、入国

後３日目に改めて検査を行い、陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退

所し、入国後 14日目までの間自宅等待機を求めることとする。 

 

参考 
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（注１）上記に基づく措置は、令和３年９月 20 日午前０時（日本時間）から行うものとし、同日時までは「水際対策

強化に係る新たな措置（１５）」（令和３年６月 28日）及び「水際対策強化に係る新たな措置（１６）」（令和３年

７月６日）による水際対策上特に懸念すべき変異株等に対する指定国・地域への指定及び措置を継続する。令和

３年９月 20 日午前０時からの上記に基づく措置の実施に伴い、「水際対策強化に係る新たな措置（１５）」（令和

３年６月 28 日）及び「水際対策強化に係る新たな措置（１６）」（令和３年７月６日）による水際対策上特に懸念

すべき変異株等に対する指定国・地域への指定及び措置はすべて廃止する。 

（注２）上記における水際対策上特に対応すべき変異株は、ワクチンの効果を減弱させる又はワクチンの効果が不明

なもの等の変異株とする。当該変異株の指定及び指定の解除については、外務省及び厚生労働省において確認の

都度、別添１の書式で公表することとし、「水際対策強化に係る新たな措置（１５）」（令和３年６月 28日）の別添

１の書式は廃止する。 

（注３）上記に基づく指定国・地域については、措置の対象となる国・地域の指定、指定内容の変更及び指定の解除に

ついて、外務省及び厚生労働省において確認の都度、別添２の書式で公表することとし、「水際対策強化に係る新

たな措置（１６）」（令和３年７月６日）の別添の書式は廃止する。 

（注４）上記に基づく措置は、本邦への帰国日又は上陸申請日前 14日以内に上記に基づく指定国・地域における滞在

歴のある者を対象とする。 

（注５）上記に基づいて、令和３年９月 18日以降に指定された国・地域については、検疫所長の指定する場所での待

機は指定日の３日後の日の午前０時から実施し、在留資格保持者の再入国の原則拒否は指定日の２日後の日の午

前０時から実施する。また、今後、上記に基づく指定内容の変更及び指定の解除について、検疫所の指定する場所

での待機に係る指定内容の変更及び指定の解除は公表日の３日後の日の午前０時から実施し、在留資格保持者の

再入国の原則拒否に係る指定内容の変更及び指定の解除は公表日の２日後の日の午前０時から実施する。 

（注６）上記に基づく在留資格保持者の再入国の原則拒否について、指定日の翌日までに再入国許可をもって出国し

た「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する者が、当該措置対象

国・地域から再入国する場合は、原則として、特段の事情があるものとし、また、指定日の２日後以降に出国した

者については、この限りではない。なお、「特別永住者」については、この再入国拒否対象とはならない。 

        

（以上） 
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水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について 

（要旨） 

 

１．以下の 41か国・地域の「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」について

は、今般、水際措置の変更を行うこととします。 

 

アフガニスタン、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、インド、インドネシア、ウルグアイ、英国、

カザフスタン、キューバ、ギリシャ、キルギス、コスタリカ、コロンビア、ザンビア、ジョージア、

スペイン、スリナム、スリランカ、セーシェル、タンザニア、デンマーク、トリニダード・トバゴ、

トルコ、ネパール、パキスタン、パラグアイ、バングラデシュ、フィリピン、ブラジル、ベネズエ

ラ、ペルー、ベルギー、ボリビア、ポルトガル、マレーシア、南アフリカ共和国、ミャンマー、モ

ザンビーク、モルディブ、リビア、ロシア（モスクワ市） 

 

（１）アルゼンチン、コスタリカ、コロンビア、スリナム、トリニダード・トバゴ、フィリピン、

ブラジル、ベネズエラ、ペルーからのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所

長の指定する場所（検疫所が確保する宿泊施設に限る）で３日間待機いただき、入国後３日目に改

めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和３年９月 30 日午前０時からは検疫所長

の指定する場所（検疫所が確保する宿泊施設に限る）で６日間待機いただき、入国後３日目及び６

日目に改めて検査を受けていただくことになります。 

 

（２）アラブ首長国連邦、インド、インドネシア、ウルグアイ、英国、カザフスタン、キューバ、

ギリシャ、ザンビア、ジョージア、スリランカ、セーシェル、タンザニア、デンマーク、トルコ、

パキスタン、パラグアイ、バングラデシュ、ベルギー、ボリビア、ポルトガル、マレーシア、南ア

フリカ共和国、モザンビーク、モルディブ、リビア、ロシア（モスクワ市）を「水際対策上特に対

応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」に指定し、引き続き、これらの

国・地域からのすべての入国者及び帰国者については、検疫所長の指定する場所（検疫所が確保す

る宿泊施設に限る）で３日間待機いただき、入国後３日目に改めて検査を受けていただきます。 

 

（３）アフガニスタン、キルギス、スペイン、ネパール、ミャンマーからのすべての入国者及び帰

国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所（検疫所が確保する宿泊施設に限る）で３

日間待機いただき、入国後３日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和３

年９月 30 日午前０時からは、入国時の検査で陰性と判定された方については、検疫所長の指定す

る場所での待機及び入国後３日目の検査を求めないこととし、入国後 14 日間の自宅等での待機を

していただくことになります。 

 

２．以下の２か国を、「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定

国・地域」に指定し、これらの国からのすべての入国者及び帰国者については、令和３年９月 30日

午前０時からは、検疫所長の指定する場所（検疫所が確保する宿泊施設に限る）で３日間待機いた

だき、入国後３日目に改めて検査を受けていただきます。 

 

アルバニア、ギニア 

 

資料４④ 
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【参考】以上を踏まえ、「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」又は「水際対

策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」に指定されている

国・地域は、以下の 42か国・地域です。 

 

（１）検疫所長の指定する場所（検疫所が確保する宿泊施設に限る）で６日間待機、入国後３日目

及び６日目の検査が求められる国・地域 

 

アルゼンチン、コスタリカ、コロンビア、スリナム、トリニダード・トバゴ、フィリピン、ブラ

ジル、ベネズエラ、ペルー 

 

（２）検疫所長の指定する場所（検疫所が確保する宿泊施設に限る）で３日間待機、入国後３日目

の検査が求められる国・地域 

 

エクアドル、チリ、ドミニカ共和国、アラブ首長国連邦、アルバニア、インド、インドネシア、

ウズベキスタン、ウルグアイ、英国、カザフスタン、ギニア、キューバ、ギリシャ、ザンビア、ジ

ョージア、スリランカ、セーシェル、タンザニア、デンマーク、トルコ、パキスタン、パラグアイ、

バングラデシュ、ベルギー、ボリビア、ポルトガル、マレーシア、南アフリカ共和国、モザンビー

ク、モルディブ、リビア、ロシア（ハバロフスク地方、モスクワ市） 
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令和３年９月 17日 

最終改訂 令和３年９月 27日 

 

水際対策強化に係る新たな措置（１７）に基づく 

水際対策上特に対応すべき変異株の指定について 

 

厚 生 労 働 省 

健 康 局 

結 核 感 染 症 課 

健 康 課 

医 薬 ・ 生 活 衛 生 局 

検 疫 所 業 務 課 

外 務 省 領 事 局 政 策 課 

 

「水際対策強化に係る新たな措置（１７）」（令和３年９月 17日）（以下「措置（１７）」という。）

に基づき、外務省及び厚生労働省において確認の都度、指定し公表するとされている水際対策上特

に対応すべき変異株は以下のとおりです。 

 

措置（１７）に基づく、水際対策上特に対応すべき変異株 

変異株名 指定日 指定解除日 

B.1.351系統の変異株（ベータ株） 

P.1系統の変異株（ガンマ株） 

C.37系統の変異株（ラムダ株） 

B.1.621系統の変異株（ミュー株） 

令和３年９月 17日 
 

B.1.617.2系統の変異株（デルタ株） 

B.1.525系統の変異株（イータ株） 

B.1.526系統の変異株（イオタ株） 

B.1.617.1系統の変異株（カッパ株） 

令和３年９月 17日 令和３年９月 27日 

 

（以上） 

  

別添１ 
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令和３年９月 17日 

最終改訂 令和３年９月 27日 

 

水際対策強化に係る新たな措置（１７）に基づく 

指定国・地域について 

 

厚 生 労 働 省 

健 康 局 

結 核 感 染 症 課 

健 康 課 

医 薬 ・ 生 活 衛 生 局 

検 疫 所 業 務 課 

外 務 省 領 事 局 政 策 課 

 

「水際対策強化に係る新たな措置（１７）」（令和３年９月 17日）（以下「措置（１７）」という。）

に基づき、外務省及び厚生労働省において確認の都度、指定し公表するとされている、「水際対策

上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域」は以下のとおりです。 

 

１．宿泊施設にて 10日間の待機対象となる「水際対策上特に対応すべき変異株」に対する指定国・

地域（再入国原則拒否の対象）（措置（１７）の１．（１）の全文に基づく措置の対象国・地域） 

国・地域 指定日 宿泊施設での待機

措置の実施開始日

時(日本時間） 

再入国原則拒否 

措置の実施開始日

時(日本時間）  
   

 

２．宿泊施設にて 10日間の待機対象となる「水際対策上特に対応すべき変異株」に対する指定国・

地域（措置（１７）の１．（１）の前段に基づく措置の対象国・地域） 

国・地域 指定日 宿泊施設での待機措置の実施開始日時

(日本時間） 

   

 

３．宿泊施設にて６日間の待機対象となる「水際対策上特に対応すべき変異株」に対する指定国・

地域（再入国原則拒否の対象）（措置（１７）の１．（２）の全文に基づく措置の対象国・地域） 

国・地域 指定日 宿泊施設での待機

措置の実施開始日

時(日本時間） 

再入国原則拒否 

措置の実施開始日

時(日本時間）  
   

 

 

別添２ 
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４．宿泊施設にて６日間の待機対象となる「水際対策上特に対応すべき変異株」に対する指定国・

地域（措置（１７）の１．（２）の前段に基づく措置の対象国・地域） 

国・地域 指定日 宿泊施設での待機措置の実施開始日時

(日本時間） 

アルゼンチン、コスタリカ、コロ

ンビア、スリナム、トリニダー

ド・トバゴ、フィリピン、ブラジ

ル、ベネズエラ、ペルー 

令和３年９月 27日 令和３年９月 30日午前０時 

 

５．宿泊施設にて３日間の待機対象となる「水際対策上特に対応すべき変異株」に対する指定国・

地域（措置（１７）の１．（３）に基づく措置の対象国・地域） 

国・地域 指定日 宿泊施設での待機措置の実施開始日時

(日本時間） 

エクアドル、チリ、ドミニカ共和

国 

令和３年９月 17日 令和３年９月 20日午前０時 

 

６．宿泊施設にて３日間の待機対象となる「水際対策上特に対応すべき変異株」以外の新型コロナ

ウイルスに対する指定国・地域（措置（１７）の２．に基づく措置の対象国・地域） 

国・地域 指定日 宿泊施設での待機措置の実施開始日時

(日本時間） 

ウズベキスタン、ロシア（ハバロ

フスク地方） 

令和３年９月 17日 令和３年９月 20日午前０時 

アラブ首長国連邦、アルバニア、

インド、インドネシア、ウルグア

イ、英国、カザフスタン、ギニア、

キューバ、ギリシャ、ザンビア、

ジョージア、スリランカ、セーシ

ェル、タンザニア、デンマーク、

トルコ、パキスタン、パラグア

イ、バングラデシュ、ベルギー、

ボリビア、ポルトガル、マレーシ

ア、南アフリカ共和国、モザンビ

ーク、モルディブ、リビア、ロシ

ア（モスクワ市） 

令和３年９月 27日 令和３年９月 30日午前０時 

 

（以上） 
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水際対策強化に係る新たな措置（１７） 

（水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について） 

      

令和３年９月 17日 

 

１．水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域 

水際対策上特に対応すべき変異株に関する知見、各国・地域における流行状況、日本への流入

状況などのリスク評価、ワクチンの有効性等を踏まえ、各国・地域からの流入リスクを総合的に

判断し、本措置に基づく別途の指定に沿って、「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定

国・地域」として、下記の追加的措置を実施することとする。 

 

（１）別途指定する国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、当分の間、検疫所長の指定

する場所（検疫所が確保する宿泊施設に限る）での 10 日間の待機を求める。その上で、入国後

３日目、６日目及び 10 日目に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された者

については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後 14 日目までの間自宅等での待機を求

めることとする。 

また、このうち別途指定する国・地域からの在留資格保持者の再入国は、当分の間、特段の事

情がない限り、拒否することとする。 

 

（２）別途指定する国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、当分の間、検疫所長の指定

する場所（検疫所が確保する宿泊施設に限る）での６日間の待機を求める。その上で、入国後３

日目及び６日目に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された者については、

検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後 14 日目までの間自宅等での待機を求めることとす

る。 

また、このうち別途指定する国・地域からの在留資格保持者の再入国は、当分の間、特段の事

情がない限り、拒否することとする。 

 

（３）別途指定する国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、当分の間、検疫所長の指定

する場所（検疫所が確保する宿泊施設に限る）での３日間の待機を求める。その上で、入国後３

日目に改めて検査を行い、陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、

入国後 14日目までの間自宅等での待機を求めることとする。 

     

２．水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域 

上記１．に基づく指定国・地域以外の国・地域のうち、新型コロナウイルスに関する知見、各

国・地域における流行状況、日本への流入状況などのリスク評価、ワクチンの有効性等を踏まえ、

各国・地域からの流入リスクを総合的に判断し、流入リスクが高いと判断される国・地域からの

すべての入国者及び帰国者に対し、本措置に基づく別途の指定に沿って、「水際対策上特に対応

すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」として、当分の間、検疫所長の

指定する場所（検疫所が確保する宿泊施設に限る）での３日間の待機を求める。その上で、入国

後３日目に改めて検査を行い、陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退

所し、入国後 14日目までの間自宅等待機を求めることとする。 

参考 
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（注１）上記に基づく措置は、令和３年９月 20 日午前０時（日本時間）から行うものとし、同日時までは「水際対策

強化に係る新たな措置（１５）」（令和３年６月 28日）及び「水際対策強化に係る新たな措置（１６）」（令和３年

７月６日）による水際対策上特に懸念すべき変異株等に対する指定国・地域への指定及び措置を継続する。令和

３年９月 20 日午前０時からの上記に基づく措置の実施に伴い、「水際対策強化に係る新たな措置（１５）」（令和

３年６月 28 日）及び「水際対策強化に係る新たな措置（１６）」（令和３年７月６日）による水際対策上特に懸念

すべき変異株等に対する指定国・地域への指定及び措置はすべて廃止する。 

（注２）上記における水際対策上特に対応すべき変異株は、ワクチンの効果を減弱させる又はワクチンの効果が不明

なもの等の変異株とする。当該変異株の指定及び指定の解除については、外務省及び厚生労働省において確認の

都度、別添１の書式で公表することとし、「水際対策強化に係る新たな措置（１５）」（令和３年６月 28日）の別添

１の書式は廃止する。 

（注３）上記に基づく指定国・地域については、措置の対象となる国・地域の指定、指定内容の変更及び指定の解除に

ついて、外務省及び厚生労働省において確認の都度、別添２の書式で公表することとし、「水際対策強化に係る新

たな措置（１６）」（令和３年７月６日）の別添の書式は廃止する。 

（注４）上記に基づく措置は、本邦への帰国日又は上陸申請日前 14日以内に上記に基づく指定国・地域における滞在

歴のある者を対象とする。 

（注５）上記に基づいて、令和３年９月 18日以降に指定された国・地域については、検疫所長の指定する場所での待

機は指定日の３日後の日の午前０時から実施し、在留資格保持者の再入国の原則拒否は指定日の２日後の日の午

前０時から実施する。また、今後、上記に基づく指定内容の変更及び指定の解除について、検疫所の指定する場所

での待機に係る指定内容の変更及び指定の解除は公表日の３日後の日の午前０時から実施し、在留資格保持者の

再入国の原則拒否に係る指定内容の変更及び指定の解除は公表日の２日後の日の午前０時から実施する。 

（注６）上記に基づく在留資格保持者の再入国の原則拒否について、指定日の翌日までに再入国許可をもって出国し

た「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する者が、当該措置対象

国・地域から再入国する場合は、原則として、特段の事情があるものとし、また、指定日の２日後以降に出国した

者については、この限りではない。なお、「特別永住者」については、この再入国拒否対象とはならない。 

        

（以上） 

 


